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   松 田 町 自 転 車 ヘ ル メ ッ ト 購 入 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 自 転 車 に 乗 車 す る 者 の ヘ ル メ ッ ト 着 用 を

促 進 し 、 自 転 車 乗 車 中 の け が を 軽 減 さ せ る た め 、 自 転 車 ヘ ル

メ ッ ト の 購 入 に 要 す る 経 費 の 一 部 を 補 助 す る こ と に つ い て 、

松 田 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ ３ 年 松 田 町 規 則 第 １ ２ 号 、

以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

 （ 補 助 対 象 の 自 転 車 ヘ ル メ ッ ト ）  

第 ２ 条  自 転 車 ヘ ル メ ッ ト 購 入 費 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い

う 。） の 対 象 と な る 自 転 車 ヘ ル メ ッ ト は 、 次 に 掲 げ る 要 件 を

満 た す も の と す る 。  

（ １ ）  購 入 し た 日 が 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 で あ る こ と 。  

（ ２ ）  次 条 に 定 め る 自 転 車 ヘ ル メ ッ ト で あ る こ と 。  

（ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 自 転 車 ヘ ル メ ッ ト と は 、 新 品 又 は 未

使 用 の 状 態 か つ 製 造 会 社 の 保 証 期 間 内 に あ る も の で 、 次 の い

ず れ か の 承 認 等 を 受 け た も の を い う 。  

（ １ ）  一 般 財 団 法 人 製 品 安 全 協 会 が 安 全 基 準 に 適 合 す る こ

と を 認 証 し た Ｓ Ｇ マ ー ク  

（ ２ ）  公 益 財 団 法 人 日 本 自 転 車 競 技 連 盟 が 安 全 基 準 に 適 合

す る こ と を 認 証 し た Ｊ Ｃ Ｆ マ ー ク  

（ ３ ）  欧 米 連 合 の 欧 州 委 員 会 が 安 全 基 準 に 適 合 す る こ と を

認 証 し た Ｃ Ｅ マ ー ク  

（ ４ ）  ド イ ツ 製 品 安 全 法 が 定 め る 安 全 基 準 に 適 合 す る こ と  

を 認 証 し た Ｇ Ｓ マ ー ク  

（ ５ ） 米 国 消 費 者 製 品 安 全 委 員 会 が 安 全 基 準 に 適 合 す る こ と

を 認 証 し た Ｃ Ｐ Ｓ Ｃ マ ー ク  

（ ６ ）  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 こ れ ら に 類 す る も の と  
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し て 町 長 が 認 め た も の  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者 （ 以 下 「 補 助 対 象 者 」 と

い う 。） は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

（ １ ）  自 己 又 は 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 が 使 用 す る 自 転 車 ヘ

ル メ ッ ト を 購 入 し た 者 で あ る こ と 。  

（ ２ ）  自 転 車 ヘ ル メ ッ ト を 使 用 す る 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と

い う 。） 及 び 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 申 請 し た 者 （ 以 下 「 申 請

者 」 と い う 。） が 、 自 転 車 ヘ ル メ ッ ト を 購 入 す る 日 以 前 に

住 民 基 本 台 帳 法 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） の 規 定 に 基 づ

き 本 町 の 住 民 基 本 台 帳 に 登 録 さ れ 、 か つ 、 同 条 の 規 定 に よ

る 申 請 の 日 ま で 引 き 続 き 本 町 に 居 住 し て い る こ と 。  

（ ３ ）  補 助 対 象 者 に 町 税 の 未 納 が な い こ と 。  

（ 補 助 金 の 額 等 ）  

第 ５ 条  補 助 金 の 額 は 、 自 転 車 ヘ ル メ ッ ト １ 個 に つ き 、 そ の 購

入 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 み 、 送 料 及 び ポ イ ン ト 等 に

よ る 支 払 い 額 を 除 く 。） と し 、 ２ ， ０ ０ ０ 円 を 上 限 と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 は 、 使 用 者 １ 人 に つ き ヘ ル メ ッ ト １ 個 と し 、

か つ １ 回 限 り と す る 。  

（ 補 助 金 の 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 松 田 町 自 転 車 ヘ

ル メ ッ ト 購 入 費 補 助 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に

次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 町 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  申 請 者 の 身 分 を 証 明 す る 書 類 の 写 し  

（ ２ ）  自 転 車 ヘ ル メ ッ ト を 購 入 し た 日 、 品 名 、 購 入 額 等 を  

確 認 で き る 書 類 又 は そ の 写 し  

（ ３ ）  第 ３ 条 に 定 め る 安 全 基 準 の 認 証 が 記 載 さ れ て い る 書

類 等 又 は そ の 写 し  

（ ４ ）  振 込 先 の 口 座 が 確 認 で き る 書 類 又 は そ の 写 し  

（ ５ ）  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  
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（ 交 付 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ７ 条  町 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 速 や

か に こ れ を 審 査 し 、 交 付 の 適 否 に つ い て 松 田 町 自 転 車 ヘ ル メ

ッ ト 購 入 費 補 助 金 交 付 （ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ２ 号 様 式 ）

に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  本 補 助 金 は 、 交 付 申 請 の 時 期 が 事 業 完 了 後 と な る た め 、 規

則 第 １ ７ 条 の 規 定 に よ り 、 実 績 報 告 及 び 補 助 金 の 額 の 確 定 の

手 続 き を 省 略 す る 。  

（ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  町 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め る 場 合

は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ １ ）  第 ４ 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た と き 。  

（ ２ ）  補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 し た 条 件 に 違

反 し た と き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し た と き は 、

町 長 は 、 松 田 町 自 転 車 ヘ ル メ ッ ト 購 入 費 補 助 金 交 付 決 定 取 消

通 知 及 び 補 助 金 返 還 命 令 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 当 該 交 付

決 定 を 取 り 消 し 、 当 該 交 付 を 受 け た 者 か ら 、 既 に 交 付 し た 補

助 金 の 全 部 又 は 一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 補 助 金 の 請 求 ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 請 求 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を も

っ て な さ れ た も の と す る 。 た だ し 、 請 求 の 効 力 は 、 第 ７ 条 の

規 定 に よ る 交 付 の 決 定 日 を も っ て 発 生 す る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 補 助 金 の 交 付 に 関 し  

必 要 な 事 項 は 、 町 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 こ の 告 示 は 、 令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


